
令和 7 年 3 月

令和 6 年度 令和 15 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

1,650 円 1,757 円

1,650 円 1,761 円

1,650 円 1,759 円

別添２－1

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

法適（全部適用）

長泉町下水道事業経営戦略

平成6年度（29年）

静岡県長泉町

公共下水道事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

70.0人/ha

－

有

処 理 区 数
1処理区（平成28年度に策定した長泉町汚水処理施設整備構想において、早期の未普及解消のため下水道区域を903haから
741.3haへ縮小した。）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

広域化（静岡県の狩野川流域下水道（西部処理区）の関連公共下水道として広域化）

令和４年度 令和４年度

令和５年度 令和５年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

基本使用料　10㎥まで：700円
超過使用料　10㎥を越え20㎥まで：1㎥につき80円、20㎥を越え30㎥まで：1㎥につき90円、30㎥を越え100㎥
まで：1㎥につき100円、100㎥を越えるもの：1㎥につき110円　（税抜き）

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

一般家庭用使用料体系と同様

実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和３年度

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

一般家庭用使用料体系と同様

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和３年度



③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

該当なし

該当なし

 イ　指定管理者制度

管路、マンホールポンプの維持管理（TVカメラ調査等）
下水道料金に関する業務（水道事業と合わせて実施）

民 間 活 用 の 状 況

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

職 員 数 5名（上下水道課　課長(1名)、工務チーム(2名)、管理チーム(2名)）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工務チーム

　　　　　　　上下水道課

                                   　　   管理チーム

該当なし

該当なし

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。



（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

①経常収支比率
　対100%を上回る黒字状態を維持しています。
②累積欠損金比率
　欠損金は発生していません。対象期間を通じて0.00%となっています。
③流動比率
　流動比率は100%を上回っており健全な状態を維持しています。
④企業債残高対象事業規模比率
　企業債残高のピークは過ぎていて、企業債残高の規模は減少傾向にあります。
⑤経費回収率
　経費回収率が低い要因は、流域下水道維持管理負担金に対して、使用料単価が低いことが要因となっています。今後、下水道使用料改定に関する検討を行う予
定です。
⑥汚水処理原価
　流域関連公共下水道として、県の流域幹線に汚水を排水しています。
⑦施設利用率
　流域関連公共下水道として、県が汚水を集約して処理しています。
⑧水洗化率
　水洗化率は、町民の協力のもと、高い水準を維持し、望ましい状態と言えます。

今後、下水道整備から30年以上経過する管渠が増加
する中で、ストックマネジメント計画により計画的
効率的な点検調査及び、修繕・改築を継続して行う
予定です。また、下水道整備が必要な区域に対して
新設整備事業と老朽化対策を並行して着手する必要
があり、財源の確保に留意する必要があります。一
方で、町内の下水道管渠の内、塩化ビニール管が多
くを占めており、劣化によるリスクはコンクリート
管に比べて低いと想定しています。

2. 老朽化の状況

全体総括

　現在、下水道未普及解消を継続して進めている当
町の事業経営において、一般会計からの繰入金が必
要不可欠であり、流域下水道維持管理負担金の経費
について、下水道使用料収入だけでは賄いきれてい
ないのが現状です。
　今後は、貸借対照表や損益計算書等の財務諸表を
分析し、経営計画や下水道ビジョンを見直して将来
に渡り持続可能な事業経営を図ります。また、アク
ションプランの見直しによる集約処理と個別処理の
更なる検討や下水道事業運営の財源を安定的に確保
するための使用料改定についても検討を進めていく
予定です。

- 76.30 80.62 97.05 1,650

処理区域内人口(人) 処理区域面積(km2) 処理区域内人口密度(人/km2) －

2. 老朽化の状況について

類似団体平均値（平均値）

34,882 4.98 7,004.42 【】 令和4年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

①経常収支比率
　対100%を上回る黒字状態を維持しています。
②累積欠損金比率
　欠損金は発生していません。対象期間を通じて
0.00%となっています。
③流動比率
　流動比率は100%を上回っており健全な状態を維持
しています。
④企業債残高対象事業規模比率
　企業債残高のピークは過ぎていて、企業債残高の
規模は減少傾向にあります。
⑤経費回収率
　経費回収率が低い要因は、流域下水道維持管理負
担金に対して、使用料単価が低いことが要因となっ
ています。今後、下水道使用料改定に関する検討を
行う予定です。
⑥汚水処理原価
　流域関連公共下水道として、県の流域幹線に汚水
を排水しています。
⑦施設利用率
　流域関連公共下水道として、県が汚水を集約して
処理しています。
⑧水洗化率
　水洗化率は、町民の協力のもと、高い水準を維持
し、望ましい状態と言えます。

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円)

43,553 26.63 1,635.49 ■ 当該団体値（当該値）法適用 下水道事業 公共下水道 Bc2 非設置

経営比較分析表（令和4年度決算）
静岡県　長泉町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2) グラフ凡例

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

H30 R01 R02 R03 R04

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 0.04 0.05 0.09 0.25 0.05

98.00

100.00

102.00

104.00

106.00

108.00

110.00

H30 R01 R02 R03 R04

当該値 106.52 108.65 107.73 108.79 107.97

平均値 106.25 105.89 104.59 102.96 102.10

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

H30 R01 R02 R03 R04

当該値 2.81 5.51 8.06 10.49 12.78

平均値 14.75 19.78 14.80 17.15 19.68

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

H30 R01 R02 R03 R04

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 0.25 0.44 0.10 0.14 0.16

①経常収支比率(％)

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

H30 R01 R02 R03 R04

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 0.78 0.83 0.83 1.22 11.99

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

H30 R01 R02 R03 R04

当該値 81.07 104.10 132.62 168.65 196.53

平均値 67.20 61.20 57.60 58.15 77.69

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

H30 R01 R02 R03 R04

当該値 1,010.43 958.45 903.59 857.34 814.53

平均値 1,023.34 1,033.60 1,008.36 880.28 909.20

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

H30 R01 R02 R03 R04

当該値 57.91 59.53 58.92 51.86 58.70

平均値 82.26 85.39 85.67 86.23 84.23

130.00

135.00

140.00

145.00

150.00

155.00

160.00

165.00

170.00

175.00

H30 R01 R02 R03 R04

当該値 154.24 150.00 150.00 169.37 150.00

平均値 154.25 150.96 146.12 150.44 153.14

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

H30 R01 R02 R03 R04

当該値 - - - - -

平均値 64.51 66.18 56.39 55.67 55.27

82.00

84.00

86.00

88.00

90.00

92.00

94.00

96.00

98.00

100.00

H30 R01 R02 R03 R04

当該値 96.61 96.06 98.46 97.94 98.25

平均値 91.62 91.87 91.45 91.00 88.12

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【106.11】 【3.15】 【73.44】 【652.82】

【95.82】【59.10】【138.29】【97.61】

【39.74】 【7.62】 【0.23】



２．将来の事業環境

（１）

（２）

処理区域内人口の予測

処理区域内の人口は行政人口と同率で人口が増減すると考えます。
令和6年度以降の処理区域内人口は、以下のとおり算出することとします。

 ①該当年度とその前年度の行政人口との増減率を算出します。
 ②①で算出された増減率と前年度の処理区域内人口を乗じます。
 ③②で算出された処理区域内人口を該当年度の処理区域内人口として採用します。

有収水量の予測

将来の有収水量は、直近（令和5年度）の１人当りの下水道有収水量（年間有収水量を水洗化人口で除した値）92.7m3/人に将来の水洗化人口を乗じた水量を対
象とします。
令和５年度有収水量　；3,218,397㎥
令和５年度水洗化人口；34,730人
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36,000
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（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

使用料収入の見通し

過年度の整備実績より、整備面積を過去5年間の平均（3.00ha）整備した場合の下水道使用料収入の見通しは以下のとおりとなります。
本町の行政人口や水洗化人口は計画期間の10年間で若干増加していることに加えて、下水道使用料を令和9年度と令和14年度の計2回（下水道使用料単価1.15
倍）に改定を行う予定としています。そのため、下水道使用料の増加が見込まれます。

施設の見通し

供用開始から30年が経過し、管渠の更新時期が課題となっています。
本町では、ストックマネジメント計画に沿って概ね計画通りに更新を行っています。
今後も引き続き計画に沿って更新を行い、効率化を図っていきます。

組織の見通し

計画期間の10年間で職員を1名減少する計画としています。職員の技術力を問題なく継承できるよう、業務の見える化や研修の充実等の対策を行っていきます。

本町では下水道ビジョンを令和3年度に策定・改定しており、関連計画との整合性の観点から、本計画でも下水道ビジョンで掲げている基本理念及び基本方針を踏
襲します。
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下水道使用料（税抜き）収入見込みの推移

使用料改定

単価×1.15倍

使用料改定

単価×1.15倍



４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

目 標

■経常収支比率100％以上の経営維持のための財源確保
■計画期間内の経費回収率80％以上達成のための財源確保

目 標

・職員給与費に関する事項
　経営戦略の期間内は、新規汚水整備事業に伴い職員の業務量が多いため人員削減は考慮していない。職員給与費は実績である令和5年度値を用いて12百
　万円を計画期間内に計上している。
・流域下水道維持管理負担金に関する事項
　令和7年度より負担金単価が改定される予定であるため、改定後の負担金単価を用いて算出した。
・動力費、薬品費、修繕費に関する事項
　令和6年度の予算金額を基準とし、日銀が公表する今後の消費者物価指数の上昇率の見通しより、各年、2％の物価上昇を考慮した費用を計上している。
・企業債元利償還金に関する事項
　令和5年度以前の事業に対する元利償還計画に、令和6年度以降の事業に対する元利償還計画を加算している。なお、新たに発行するものについては5年据
　え置きの30年償還計画とし、支払利息は2.0％で設定している。
・減価償却費に関する事項
　令和5年度以前の事業に対する減価償却計画に、令和6年度以降の事業に対する減価償却計画を加算しています。なお、令和6年度以降の事業に対する減
　価償却は、管路の標準耐用年数を50年、ポンプ設備の標準耐用年数を20年として各年度の減価償却費を算出した。
・受益者負担金に関する事項
　整備面積の半分の面積に217円/m2を乗じて算定した

・財源の目標に関する事項
　令和9年度、14年度に料金改定を実施し、使用料収入の増加に努め、計画期間内の経常収支比率100％以上維持、経費回収率80％以上達成を目標とする。
・使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項
　本経営戦略の期間内では、令和9、14年度に約15％の改定を実施する予定としている。
・企業債に関する事項
　下水道使用者の世代間の負担を平準化するため、施設の建設、更新にあたっては最大限企業債を活用することとしますが、過度の借り入れは後年度の負担の増
加につながるため、発行額については中長期的な収入見込みを踏まえて設定しています。また、世代間の負担を平準化を図るため、平準化債を活用しています。
・繰入金に関する事項
　総務省の示す繰出基準に基づく基準内繰入金を計上し、経営基盤の強化を図ります。事業の運営補助となる基準外繰入金については、独立採算の原則を踏ま
え、抑制に努めるとともに、その必要性を勘案したうえで計上することとし、基準外繰入金の抑制に取り組む。

■市街化区域のうち人口密度の高いエリアの下水道整備の完了（汚水整備）
■ストックマネジメント計画、耐震化計画に基づいた計画的な再構築の実施（改築･更新、耐震化）

　本年度および経営戦略の計画期間（令和7年度～令和16年度）に以下の費用（建設改良費）を見込みます。

■目標：■市街化区域のうち人口密度の高いエリアの下水道整備の完了（汚水整備）
令和6年度の予算を基準に新規の管渠整備費用207百万円を各年に計上した。

■目標：ストックマネジメント計画、耐震化計画に基づいた計画的な再構築の実施（改築･更新、耐震化）

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

特になし

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

令和8年度に管路施設の維持管理・点検業務に係るPPP/PFI事前調査検討を行う。
この結果に応じてPPP/PFIの導入を検討する。

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組
他会計繰入金は、毎年1000万円の減少を行っていく。このことで、一般会計からの繰入金に依存してい
た財政状況の改善を図る。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

事業の進捗（モニタリング）を毎年度行うとともに、3～5年の期間で見直し（ローリング）を行い軌道修正を図る。

職員給与費に関する事項 職員の専門的知識の向上や民間活力の検討と併せて、事務効率を向上させ人件費の削減に努める。

動力費に関する事項 特になし

修繕費に関する事項
ストックマネジメント計画に基づき、効果的な維持管理・点検を実施し「事後保全」による修繕費用の掛か
り増しを極力なくし、「時間経過保全」や「状態監視保全」によるリスクの未然防止化を図り、事後保全費
用の低減を図る。

委託費に関する事項
改正下水道法に伴う定期的な管路の維持管理・点検実施の義務化に基づき、維持管理業務費の増加
も考えられる。今後は、従前の調査・設計費用等も含め、適正な発注仕様を精査し、プロポーザル方式
や総合評価方式などの調達方法等についても検討する。

その他の取組 特になし

薬品費に関する事項

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

流域関連公共下水道であり、管路施設を活用した取り組みがあれば検討を行う予定である。

令和8年度及び令和13年度の下水道使用料改定に関する審議会を実施予定とし、令和9年度令和14年
度に下水道使用料の改定を行います。使用料の見直しに関する事項

特になし

令和8年度に管路施設の維持管理・点検業務に係るPPP/PFI事前調査検討を行う。
この結果に応じてPPP/PFIの導入を検討する。

今後は管路施設の改築・更新需要に備え、「ストックマネジメント計画」に基づき、適正な維持管理・点検
方法の確立と、優先度を反映した改築スケジュールにより、投資の平準化を図る。

特になし広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項


